
（１）多様な主体と連携した被災者支援
 都道府県による災害中間支援組織の育成・強化、関係者の役割分担の明確化
 災害ボランティアセンター設置予定場所の明確化
 災害ケースマネジメントなどの被災者支援の仕組みの整備

（２）県民への情報伝達
 障害者の情報取得・意思疎通に係る施策の推進

（３）デジタル技術の活用
 被災者台帳、避難行動要支援者名簿の作成等へのデジタル技術の活用

修正概要

（１）多様な主体と連携した被災者支援 （３）デジタル技術の活用

被災者一人ひとりの被災状況や生活状況の課題等を
個別の相談等により把握した上で、必要に応じ専門的
な能力を持つ関係者と連携しながら、当該課題等の解
消に向けて継続的に支援することにより、被災者の自
立・生活再建が進むようマネジメントする取組

災害ケースマネジメントとは

国の「防災基本計画」の修正を踏まえた修正 資料２
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